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役員報酬の減額に関するお知らせ 

 

 当社は、平成 27 年２月６日に開示した「平成 27 年３月期 第３四半期決算発表延期及び第３

四半期報告書提出遅延のお知らせ」に関する決算発表延期及び四半期報告書提出遅延にかかる経

営責任を明確にするため、平成 27 年２月９日開催の取締役会において役員報酬の減額を決議い

たしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 

 

記 

１．役員報酬減額の内容 

  代 表取締役 ： 役員報酬月額の 50％を減額 

  常 務取締役 ： 役員報酬月額の 20％を減額 

  その他取締役 ： 役員報酬月額の 10％を減額 

 

２．対象期間 

  平成 27 年２月から当面の間 

以 上 


